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会    議    録 

(嬉野市審議会等の公開に関する要綱第９条関係) 

 

所管課 市民協働推進課 

会議名 

(審議会等名) 
平成 30年度 第 1回 嬉野市男女共同参画審議会 

開催日時 平成 30年 7月 27日（金）10:00～12:00 

開催場所 嬉野市中央公民館（塩田公民館） 視聴覚室 

傍聴の可否 可 ・ 不可 ・一部不可 傍聴者数 ０人  

傍聴不可・一部不可

の場合はその理由 
 

出 席 者 

委 員 

辻伸男委員、水山清吾委員、坂本兼吾委員、小森常幸委員、 

辻田正信委員、諸岡博子委員、森聡子委員、大久保貴美子委員、 

岡典子委員、中島恵美子委員、末永忠典委員、北野憲弘委員、 

波田アイ子委員、江口英俊委員 

事務局 市民協働推進課長、同副課長、同主任 

その他 市長（委嘱状交付） 

会議の議題 

１．開会 

２．委嘱状交付 

３．市長あいさつ 

４．委員自己紹介 

５．議題 

（１）会長及び副会長の選出 

（２）嬉野市の男女共同参画推進に係る経過説明 

（３）平成 29年度各課の行動計画取組状況検証・評価について 

６．閉会 

配布資料 

・資料１ 男女共同参画行政のあゆみ 

・資料２ 嬉野市男女共同参画推進本部設置要綱 

・資料３ 嬉野市男女共同参画を推進する条例 

・資料４ 嬉野市男女共同参画審議会規則 

・別冊資料 嬉野市男女共同参画行動計画平成 29年度取組状況調査票（A3版） 

審議等の内容 別紙のとおり 
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審 議 等 の 内 容 

(嬉野市審議会等の公開に関する要綱第９条関係) 

 

所管課 市民協働推進課 

議 題 
５．議題 

（１）会長及び副会長の選出 

内 容 審議会委員任期満了改編に伴う会長及び副会長の選出 

審議経過 

事務局 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

全委員 

 

事務局 

 

波田委員 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

全委員 

 

 

会長及び副会長の選出について協議を行います。 

嬉野市男女共同参画審議会規則第２条第１項で、「審議会に会長及び

副会長を置く」と規定されており、また、第２項で「会長及び副会

長は、委員の互選により定める」となっております。委員の皆様の

中から選出いただくことになります。会長、副会長の選出について

意見をお願いします。 

 

会長は波田アイ子さんで是非お願いします。 

 

今、波田さんということでご意見をいただきましたが、皆さんはい

かがですか。 

 

よろしくお願いします。（拍手） 

 

波田さん、会長をお願いしてよろしいでしょうか。 

 

ありがとうございます。また頑張りたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

次に副会長の選出にうつりたいと思います。副会長について自薦、

他薦を問わず是非、ご意見をお願いします。 

 

辻田さんにお願いします。 

 

（拍手） 

 

 



3 
 

事務局 スムーズに決めていただき、ありがとうございます。 

それでは、会長は波田委員、副会長は辻田委員に決定いたしました。

よろしくお願いいたします。 

 

 

※会長には本人も承諾され、賛成多数により波田委員が承認された。 

 

※副会長には本人も承諾され、賛成多数により辻田委員が承認され

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 
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審 議 等 の 内 容 

(嬉野市審議会等の公開に関する要綱第９条関係) 

 

所管課 市民協働推進課 

議 題 
５．議題 

（２）嬉野市の男女共同参画推進に係る経過説明 

内 容 嬉野市における男女共同参画に関する推進状況を事務局から説明。 

審議経過 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

委員 

 

事務局 

 

会長 

 

冊子「第３次嬉野市男女共同参画行動計画」の３ページから７ペー

ジまでが、「世界の動き」「国の動き」「佐賀県の動き」「嬉野市の動

き」になります。これを簡単な表にまとめたものが、「資料１ 男女

共同参画行政のあゆみ」になります。左側から「世界」「国」「佐賀

県」「嬉野市」と年代ごとに動きをまとめています。 

 

「資料１ 男女共同参画行政のあゆみ」について概要説明 

 

何でもいいですので、質問、感想などありませんか。 

 

中学生に対するアンケート調査をずっと実施されていますが、初め

の頃と今とで変化したところがありますか。 

 

平成２７年度と平成２８年度で比較したところ、男女の差別がある

という質問に対して、「ない」と答えた割合が増えており、教育の賜

物であると感じました。 

 

学校教育では差別という感覚をもたないが、むしろ社会に出てびっ

くりする。 

 

アンケートの内容は毎年同じですか。 

 

同じです。 

 

変えた方がいいものもありそうですが、次系で変化を見ていくので、

同じにしてある。どこまでそれを続けるかということになりますが。
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委員 

 

事務局 

 

委員 

 

 

副会長 

 

事務局 

アンケートの内容を知りたい。 

 

アンケートの質問については、あとでお渡しします。 

 

職場が変わっていかないといけない。市職員にも過去から何回かア

ンケートをされているが、その内容が見えたらありがたいと思う。 

 

行動計画の中に多少はアンケート結果が載っている。 

 

市民意識調査については、第３次行動計画を策定するために平成２

８年度に実施しています。その分の報告書は、新委員さんにはお渡

ししておりませんので、あとでお渡しいたします。中学生に関する

意識調査の質問内容等についても会議結果報告を遅らせていただく

時に同封いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 
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審 議 等 の 内 容 

(嬉野市審議会等の公開に関する要綱第９条関係) 

 

所管課 市民協働推進課 

議 題 
５．議題 

（３）平成 29年度各課の行動計画取組状況検証・評価について 

内 容 

事前に配布していた平成２９年度 各課の行動計画取組状況調査票について、事

務局から説明し、検証・評価を行った。 

（検証・評価内容） 

・基本目標Ⅰ「男女平等参画を促進する学習と地域社会づくり」 

審議経過 

会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

調査票は、全課にまたがっていて、何をどうやっていくか、どこが

実施できていて、どこが実施できていないかが一目瞭然にわかるよ

うになっている。事業の実施時期が A、B、C、Dとなっており、見

方としては、C（平成 29年度までに実施する事業）を重点的にみれ

ば状況が把握できると思います。 

 

冊子「第２次嬉野市男女共同参画行動計画及び嬉野市 DV 被害者支

援基本計画（平成 25年度～平成 29年度）」の概要説明 

P10 計画の目標、P11 計画の基本理念、P12～13 施策の体系、

P15～計画の内容、P47～嬉野市 DV被害者支援基本計画 

 

冊子「第３次嬉野市男女共同参画行動計画（平成 30（2018）年度～

平成 34（2022）年度）」の概要説明 

P10 計画の目標、P11 計画の基本理念、P12～13 施策の体系、

P15～計画の内容 

基本計画Ⅱを「嬉野市女性活躍推進計画」、基本目標Ⅳを「第２次嬉

野市 DV被害者支援基本計画」に位置付けている。 

 

【基本目標Ⅰ．男女平等参画を促進する学習と地域社会づくり】 

P1～P5説明 

 

第２次で基本目標４つだったのが、第３次で５つになっている。変

わった部分はどこか。 

 

第３次の基本目標Ⅳに「第２次嬉野市 DV 被害者支援基本計画」を

入れ込み、第２次の基本目標Ⅳを第３次ではⅤにしています。 
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副会長 

 

副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

副会長 

 

 

事務局 

 

会長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

委員 

 

委員 

 

 

会長 

 

 

 

第２次の時は、「DV被害者支援基本計画」は別枠にあった。 

 

P1「行政嘱託員や公民館長研修会の実施」について、行政嘱託員会

は年４回ある。かつては年６回あっていたが、年４回になったこと

により、各課の連絡事項が圧縮され、そのほとんどが連絡事項に費

やされている。その後、各地域コミュニティ会議や別のところで会

議をしたりする関係で時間が取れない。今回、人権擁護委員の寸劇

の話をいただいたので、是非、総務課にお願いして実施できたらと

思っている。そういう風にしていかないと行政嘱託員の意識が上が

っていかない部分があると思う。意識が変わると各部・地区会でも

少しずつ変わっていくと思う。総務課に進言したいと思う。 

 

紙芝居は１０分ぐらいでできる。 

 

行政嘱託員会は、集中して補正予算の報告からなんから全部あるの

で、なかなか難しい。 

 

紙芝居は、人数に対して全員が見れないということもあった。 

 

寸劇や紙芝居は効果があるのか。見ようという気になるのか。 

 

寸劇は「おーい、お茶」という題目で、家庭内のおじいちゃん、お

ばあちゃんの話で笑いながら息抜きのような感じでみる芝居であ

る。「おーい、お茶」とこき使うのはよくない、皆さん一緒に考えて

みましょうという内容で、笑いを誘う中での意識付けである。大変

な議題がある中で、中休みに劇でもみて笑ってもらおうというぐら

いのやり方だったらできると思う。 

 

寸劇は何分ぐらいですか。 

 

１５分ぐらいですが、短くする方法もあります。 

 

うれしの男女ネットワークでも、紙芝居の内容を寸劇でやった。共

通したものがある。 

 

行政嘱託員が８０人ぐらいいれば、アンケート調査をしたらどうか。

回答から、何を一番やったらいいかというのが見えてくるのではな

いか。会議の議題がたくさんある中で、急に笑いを入れても効果は

どうかと思う。行政嘱託員が考えていることを１０分ぐらいで回答
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委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

会長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 

 

 

 

 

 

委員 

 

副会長 

できるアンケートをすれば、私は見たいと思いますが皆さんどう思

いますか。 

 

DV もそうですが、子どもたちにデート DV を伝える時は、子ども

たちを何人か入れて劇をしました。何が DV なのかよくわかってい

ない人に伝わりやすい。だから、寸劇は分かりやすいと思います。

アンケートだと言葉ですが、寸劇はパッとしてすぐわかる気がする。 

 

振込詐欺でも寸劇をされる。実際、目の前でされるので効果がある

と思う。 

 

自分を振り返って見るためにもいいと思う。わかりやすい。 

 

紙芝居や寸劇を見ることによって、男女共同参画の視点を持っても

らえると思いますので、総務課に伝えたいと思います。 

 

是非、寸劇を推進してください。 

 

P5「在住外国人への支援」で、外国人のための日本語学習や交流会

は今から大事だと思う。白石あたりでは、東南アジアの人たちが玉

ねぎ畑とかに来ておられる。久間工業団地にもフィリピン、ベトナ

ム、ミャンマー、カンボジアの男女が来ておられる。白石では市民

の方がお世話して地域の人たちと連携を図るような感じで、日本の

文化や言葉、料理などの交流をしていらっしゃると書いてあった。

以前、嬉野にも中国人が多く来ておられた時には、年何回か食事会

をしたり、夏祭りに集まって盆踊りに参加させたり支援していまし

たが、今は中国人がほとんどいらっしゃらないのでなくなっている。

これから先は、これだけ外国人が身の回りに多くなると何か対応が

必要になってくると感じている。 

 

民間ベースでは動いている。バリアフリーツアーセンターが佐賀大

学留学生対象に、塩田津ガイドと交流した。行政の所管課がそこま

でかかわりを持てていないだけで、バリアフリーツアーセンターは

日本の文化等について理解してもらうよう動いているので全く実施

できていないわけではないことをご理解いただければと思います。 

 

うれしの温泉観光課とは講座等で連動しているのか。 

 

講座はできていない。行政以外で、韓国語講座を以前実施されたこ
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委員 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

会長 

 

 

 

 

委員 

 

委員 

 

 

 

事務局 

とがあった。 

 

うれしの温泉商店街では、英会話講座があっている。 

 

うれしの温泉観光課でも平成２９年度は日本語教室とまではいかな

いが交流をされており、これから基礎を作って本格的な実施に向け

て動きだす状況である。昨年度は外国人との交流会（国際交流イベ

ントをやってみよう）が開催された。 

 

前にも第２次の取組状況の検証をする中で意見を言いましたが、同

じ事業内容に複数の課が二段書きで記載されている場合、関係各課

がそれぞれ実施しなくても、一つの課が実施していれば、その事業

については実施したということでいいと思います。 

 

外国人労働者はそれなりの日本語教育を受けてから来ている。むし

ろ交流会や日本の文化を味わってもらうほうがよいのではないか。 

 

各自治体でもいろんな方法でやられていて、その中でモデル的なも

のを調べてみて、そこで男女共同参画はどういう絡みがあるのか考

えてみてもいいと思う。 

今日の審議会で、何か感想ありますか。 

 

資料１の表は分かりやすかった。 

 

これだけ資料をまとめて、事業を実施するのは難しいと感じた。い

ろんな行事等も男女共同参画の意識をもって、今後、当たっていか

なければいけないと思った。 

 

本日の審議会は、基本目標Ⅰ（P1～P5）までで終わります。次回の

審議会では、基本目標Ⅱ（P6～）から検証します。 

 

 

 

 

 

その他 

 

 


